
１　総括

　(1) 人件費の状況（普通会計決算）

　(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

B Ｂ／Ａ

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

       ２　職員数は平成１９年４月１日現在の人数です。

　(3) 特記事項

　(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注） 1 ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

2 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

17年度の人件費率

1,579,149

計

給与費

5,619

一人当たり給与費

172,395

職員手当

410,706

期末・勤勉手当

（参考）類似団体平均

6,106

一人当たり給与費

281 996,048

給　 料Ａ

18年度

18年度
人　

職員数

千円

40,274 9,692,948

歳出額　

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

　　　　　（18年度末）

人件費率

千円

区　　分

【菰野町の給与・定員管理等について】

人件費

　　　　　　Ｂ

（参考）

25.4

％

区　　分 実質収支

583,286

％

　　　　　Ｂ／Ａ　　　

2,548,065 26.3

千円

103.5

97.3

96.1

100.7

94.2
93.5

90

95

100

105

菰野町 類似団体平均 全国町村平均

(H18)

(H18)
(H18)

(H13)

(H13)

(H13)

1



２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

　 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（１９年４月１日現在）
　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

平均給与月額

（国ベース）

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円

※

※

円 円 ※

円 円

円 円

（注） 1
2

39.0

40.6

参　　　　　考

288,100

259,800

294,900

345,233

271,250

375,866

6

383,541

371,273

44.1

325,724

公　務　員

399,119

313,833

平均給与月額
平均給与月額

（国ベース）

内　自動
車運転手 3,668,200 1.62

－ －

3,966,200 1.14

5,957,592

－ －

－ －

内　学校
給食員

－

菰野町

－

－

－

民　間
Ｃ／Ｄ

（Ｃ）

－

43.3

－

民　　間 参考

Ａ／Ｂ

－ －

43.1

48.1

282,600

265,600

内　清掃
職員

公務員

4,192,600 1.335,560,096

　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当な
どのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされている
ものです。

4,511,400

6

　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等
の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

3

　「平均給料月額」とは、１９年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

48.8

336,283

5,193 287,094

347,161 396,977

年収ベース（試算値）の比較

（Ａ）

内　清掃
職員

内　学校
給食員

内　自動
車運転手

区　分

三重県

国

類似団体

42.5 354,760

42.1
菰野町

373,808

区　分 平均年齢

三重県

類 似
団 体

国
40.7

43.3

-

342,700

平均給料月額

424,713

444,964 388,159

270,500 296,895 284,797
菰野町

40.4 22

46.0

－

区　分 対応する民
間の類似職
種

平均年齢
平均給与月額

（Ｂ）
平均年齢 職員数 平均給料月額

平均給与月額

332,200

廃棄物処理
業従業員

調理士

自家用乗用
自動車運転
者

1.15

0.96

1.42

　年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデー
タは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公
務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、
民間においては前年に支給された年間賞与の額を加
えた試算値です。

　民間データは、賃金構造基本統計調査において公
表されているデータを使用しています。（平成16～18
年の3ヶ年平均）

　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあた
り、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に
一致しているものではありません。

299,800

－

－

268,500

－

（Ｄ）

－ －

430 371,137

48.0 22 286,981 315,880 304,818

320,514
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　(2) 職員の初任給の状況（１９年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

円

　(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（１９年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

３　一般行政職の級別職員数等の状況

　 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（１９年４月１日現在）
区　　分

1　級 人 ％

2　級 人 ％

3　級 人 ％

4　級 人 ％

5　級 人 ％

6　級 人 ％

7　級 人 ％

（注）１　職員の給与に関する条例の給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

391,900

353,600

281,800

-

351,600

281,400

職員数

5.1

5.8

51

7

8

37.3

27

0 0

経 験年数 ２ ０ 年

参事、課長、検査監、企画監

中　学　卒

高　校　卒

経験年数 １ ０年

主査

-

構成比

14.6

17.5

140,300

課長、検査監、企画監

273,200

254,300

主任主事

高　校　卒

標準的な職務内容

主事、主事補

技能労務職

大　学　卒

20

24

142,800

中　学　卒

高　校　卒

区　　　         分

技能労務職

一般行政職

一般行政職

－127,700

176,800

－

256,500

231,100

283,800

経 験年数 １ ５ 年

菰野町

19.7

－

三重県

課長補佐、主幹

142,800

大　学　卒

138,400

170,200

高　校　卒

国

係長、副主幹

142,800

170,200

区　　　　　分

１級
2.9%

１級
1.4%

１級
5.1%

２級
11.5%２級

6.3%

２級
5.8%

３級
37.4%３級

38.7%

３級
37.3%

４級
17.3%４級

16.9%

４級
14.6%

５級
13.7%５級

18.3%

５級
19.7%

６級
16.5%

６級
16.9%

６級
17.5%

７級
0.7%

７級
1.4%

７級
0.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成１９年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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４　職員の手当の状況

　(1) 期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（１８年度） １人当たり平均支給額（１８年度）

千円　 千円　

（１８年度支給割合） （１８年度支給割合） （１８年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

・役職加算　5～20％ ・役職加算　5～20％ ・役職加算　5～20％

・管理職加算　15～25％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

　(2) 退職手当（１９年４月１日現在）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

（定年前早期退職特例措置：2%～20%加算） （定年前早期退職特例措置：2%～20%加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、１８年度に退職した職員に支給された平均額です。

　(3)地域手当（１９年４月１日現在）
千円

円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

（２２年度の制度完成時）

％ ％

％ ％

％ ％

（注）　国の制度では、平成２２年度での完成を目指して、平成１８年度から支給率を段階的に引き上げることとしています。

　(4) 特殊勤務手当（１９年４月１日現在）
千円

円

％

13 種類

町税収入金滞納処分手当 税務課職員

2.9

2.9

2.9

菰野町

菰野町

職制上の段階、職務の級等による加
算措置

支給実績（１８年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算）

支給対象地域

津市、四日市市

菰野町

支給対象地域

津市、四日市市

菰野町

川越町 1

国

0

4 0

支給実績（１８年度決算）

4 0

（0.75）（0.75）

23.50

（1.6）

23.50

（1.6） （0.75）

30.55

職制上の段階、職務の級等による加
算措置

職制上の段階、職務の級等による加
算措置

国

3.0 1.45

1,773
-

1,873

3.0

（1.6）

1.45 3.0

三重県

41.34

30.55

41.3433.50 33.50

1.45

6

17,512

84,000

4,164

4

国の制度（支給率）

支給対象職員数 国の制度（支給率）

2.53

日額500円
町税収入金の滞納整理に関す
る直接事務に従事したとき

支給率

支給職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算）

川越町

26,406

47.50

59.2859.28

59.28

11,369

59.28

59.2847.50

59.28

0272

支給率

左記職員に対する支給単価

12,000

23.5職員全体に占める手当支給職員の割合（１８年度）

手当の種類（手当数）

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
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税外収入金滞納処分手当 税務課職員以外

防疫公害作業手当 環境課職員

全職員

土木作業手当 事業関係課職員

自動車運転手手当 秘書広報課・建設課職員

長時間勤務手当 全職員

用地交渉手当 管財課

夜間特殊業務手当 消防本部消防署職員

救急出動手当 消防本部消防署職員

火災出動手当 消防本部消防署職員

環境課職員

消防本部消防署職員

　(5) 時間外勤務手当
千円

千円

千円

千円

　(6) その他の手当（１９年４月１日現在）

配偶者 13,000円

配偶者のない場合の１人目 11,000円

上記以外1人につき 6,500円

満16歳～22歳の子の加算 5,000円

【自宅】 3,400円

【借家】

交通機関利用

支給職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算）

円243,600

支給限度額
55,000円

住居手当

扶養手当

81,942

税外収入金の滞納整理に関す
る直接事務に従事したとき

伝染病若しくは伝染病の疑いの
ある患者及び家畜等の防疫作
業又は公害防止若しくは水道業
務等のため人体に有害なおそ
れのある作業に従事したとき

公共事業に必要な土地等の取
得、使用、補償の交渉及び用地
立会いに従事したとき

１か月60時間以上の時間外勤
務及び休日勤務に服したとき

行旅病人（死亡人）等の処理に
従事したとき

支給実績（１８年度決算）

土木作業において現場監督並
びに測量に従事したとき、又は
庁外で作業をすることを常例と
する職員で土木作業に従事した
とき

庁用自動車専用運転（特殊自動
車の運転業務）に従事する職員

行旅病人同死亡人等処
理手当

手　当　名

清掃作業手当

年末年始特殊業務手当

支給実績（１７年度決算）

同 千円28,548

支給職員１人当たり平均支給年額（１７年度決算）

日額560～840円

環境課職員

円

支給職員１人当たり
平均支給年額
（１８年度決算）

772

国の制度と
異なる内容

内容及び支給単価
国の制
度との
異同

千円 84,000

1当務300円

1件300円

1日勤4,000円

正規の勤務時間による勤務の
一部又は全部が深夜において２
時間以上消防業務に従事したと
き

1件300円

年末年始の期間において廃棄
物収集又は不燃物処理場若しく
は清掃センターにおける受付業
務に従事したとき

年末年始の期間において正規
の勤務時間による勤務の一部
又は全部について１日４時間以
上消防事務に従事したとき

日額5,500円

消火活動に従事したとき

救急業務に従事したとき

83,494

292

新築又は購入
後5年間
・・・・・2,500円

異

支給限度額
27,000円

同
12,000円を超える家賃
を支払っている職員に
対し、家賃の額に応じ

日額500円

日額300円

1往復200円

日額120・280円

日額100・200円

支給実績
（１８年度決算）

9,287

清掃作業等に従事するもの

補助員を伴わないで大型し尿搬
送車を運転したとき

60時間を超えた1時間当たり
200円（災害に限る）

日額200円

1件2,500（死亡3,000）円
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交通用具（自動車等利用）

片道2ｋｍ以上の距離区分に応じて

2,000～24,500円

行政職給料表（一）　7級 53,300円

行政職給料表（一）　6級 48,400円

3～6H　8,000円　　6H以上　12,000円

宿日直手当 5,900円（年末年始　7,200円） 円

５　特別職の報酬等の状況（１９年４月１日現在）

円 （ 円） 円 ／ 円

円 （ 円） 円 ／ 円

円 （ 円） 円 ／ 円

円 （ 円） 円 ／ 円

円 （ 円） 円 ／ 円

月分

　　（１８年度支給割合）

月分

（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

任期ごとに算定 円 任期終了時

任期ごとに算定 円 任期終了時

（注） 1 　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。

2

６　任免及び職員数に関するの状況

　(1) 採用状況（平成１９年４月１日現在）

人

人

人

人

　(2) 退職状況（平成１８年度）

人 人 人 人

人 人 人 人

人 人 人 人

人 人 人 人

　(3) 部門別職員数の状況
（各年４月１日現在）

一般職
一般事務

保育士・幼稚園教諭

580,800

3,592

円

給
料

給料月額等

890,000

680,000

円

同

区　　　分

管理職員が週休日等に臨時又は緊急の公
務で勤務した場合

通勤手当

管理職手当

管理職員特別
勤務手当

千円

備考

14

定年退職

計

区分

計

400,000

　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた場
合における退職手当の見込額です。

0 2

一般事務

保育士・幼稚園教諭

同 52

職 員 数

8

499,000

3.35

320,000

300,000

430,000

　　（１８年度支給割合）

-

182,000

157,000

4.45

千円 25,657

千円 1,733

　　　　　　　　　              区　　分
　部　　門

-

227,000-

277,000

915,000 340,000

750,000

同

備 考

-

5

消防職

副 議 長

町 長

400,000

類似団体における　最高額／最低額

-

0

合計

17,771,520

150

同

一般職

期
末
手
当

退
職
手
当

町 長

副 町 長

議 長

議 員

報
酬

副 議 長

副 町 長

副 町 長

194

円54,000千円10,549

議 員

町 長

議 長

消防職

15,046

平成19年

17

0

勧奨退職 普通退職等

0

4

0

0

0 13

2

区分

対前年
増減数平成18年

8,160,000

1

採用人数

6



〈参考〉

人

人）

〈参考〉

人

人）

〈参考〉

人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。ただし、教育長は含んでいます。

　(4) 年齢別職員構成の状況（１９年４月１日現在）

　

　(5) 定員管理の数値目標及び進捗状況

①　平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

公
営
企
業
等

会
計
部
門

普
通
会
計
部
門

区　分

小　計

合　　計

人

20歳

未満

1 19

職員数

職員数

～

24歳

人口1万人当たり職員数

50.40

54.10

68.53

73.04

77.46

-2

民 生

税 務

一
般
行
政
部
門

0

-1

4

3商 工

317 -5

36

53

28歳

（類似団体の

21

人口1万人当たり職員数

人口1万人当たり職員数

-1

（類似団体の

～

20

～

平成22年4月1日

～

　人口1万人当たり職員数

-1

農林水産

衛 生

74

14

4

50 45

平成17年4月1日

31歳

人

20歳

～

23歳

50

34

14

3340

27歳

40

276

～

40歳

37

人

35歳

人 人

　人口1万人当たり職員数

27

-1

-1

14

人

-4

203

32歳

312

～

39歳

人 人

43歳 47歳

52歳

55歳

36歳

32

～

51歳

～

60歳

人

56歳

以上

311

0

人人

～

0

計

44歳

0

48歳

15

12 12

4

11

280

21

14

22

19

78

純減率

59歳

26

人

職員数
純減数

人

18

0

206 -3

13

40

11

33

0

-3

3

水 道

下 水 道

そ の 他

教 育 部 門

0

議 会

小　計

土 木

計

消 防 部 門

総 務

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

構成比

５年前の構成
比

%
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人 人 人 ％
（注） 　ここの職員数には教育長（特別職）を含んでいます。

②　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要
（各年４月１日現在）

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人 人

人

%）

（注） 1 　計画期間は、17年～22年の5年間です。

2 　（　%）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示しています。

3

4 　ここの職員数には教育長（特別職）を含んでいます。

７　公営企業職員の状況

 （１）水道事業

① 職員給与費の状況

ア　決算

B Ｂ／Ａ

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

（注）１　職員手当には退職給与金を含みません。

      ２　職員数は、19年3月31日現在の人数です。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（１９年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

③ 職員の手当の状況
ア　期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（１８年度）

千円　 千円　

（１８年度支給割合） （１８年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

　　　　　　　　区　分
部　門

一般行政

公営企業等
会計

計

区分

18年度

区分

18年度

区分

菰野町

職員数

教育

消防

団体平均

菰野町

職員数

320

206 203

千円

55,073

純損益又は実質収支

計

41,613 5,466 17,227 64,306

-2

-1

-5 人 -

36

-1 -

312 -

-

人
-8

人

-

3

- - -

-

-

-3

317

人

320

人- 人

- - 305

-15
（53

-

- -

-

- -

-

- - -8

-

34 33 - -

40 40 - -

　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以降現年までの職員増
減数の累計を示しています。

給与費 一人当たり給与費 （参考）類似団体平均

千円 千円

総費用 （参考）
17年度の総費用に占める職
員給与費比率

％　

9.1

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計

35

-1-1

-1

4

33

41

37

3年目 数値目標

（参考）

211 - - -

20年 21年 22年

増減

5年目4年目

-3-5

平均月収額

17年

1年目

83,227

306,276

375,666

9.1

1,773

493,113

菰野町（一般行政職）

0

基本給

2年目

18年 19年

45.3

912,628

増減

計画始期

職員数

36.2

職員数

増減

増減

Ａ  

職員数

11

増減

職員数

平　均　年　齢

Ａ

Ｂ／Ａ

％　

総費用に占める職員給与費比率

１人当たり平均支給額（１８年度）

Ｂ　

職員給与費

5,846 6,895

572,943

一人当たり給与費

305 15 4.7

1,555
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月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　5～20％ ・役職加算　5～20％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（１９年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　自己都合　　　　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　自己都合　　　　　勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

（定年前早期退職特例措置：2%～20%加算） （定年前早期退職特例措置：2%～20%加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、18年度に退職した職員に支給された平均額です。

ウ　地域手当（１９年４月１日現在）
千円

円

％ 人 ％

（２２年度の制度完成時）

％ ％

（注）　国の制度では、平成２２年度での完成を目指して、平成１８年度から支給率を段階的に引き上げることとしています。

エ　特殊勤務手当（１９年４月１日現在）
千円

　円

　％

種類

防疫公害作業手当 水道課職員

土木作業手当 水道課職員

長時間勤務手当 水道課職員

夜間特殊業務手当 水道課職員

オ　時間外勤務手当
千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

カ　その他の手当（１９年４月１日現在）

2.9

菰野町

1件1,000円

菰野町

支給実績（１８年度決算）

1,840

26,406

日額100円

190支給職員１人当たり平均支給年額（１７年度決算）

2.9

60時間を超えた1時間当たり
200円（災害に限る）

59.28

土木作業において現場監督並
びに測量に従事したとき

59.28

47.5059.28

主な支給対象業務

164

72.7

20,488

47.50

59.28

3.0

41.34

菰野町（一般行政職）

日額300円

主な支給対象職員 左記職員に対する支給単価

1.45

59.28

- - 11,369

30.55

一般行政職の制度（支給率）

支給職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算）

支給対象地域

菰野町

支給対象職員数

支給率

11

支給率

支給対象地域

64,187

3.0

4

30.55

33.50

23.50

33.50

23.50

59.28

4

41.34

1.45

4

一般行政職の制度（支給率）

706

支給実績（１８年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（１８年度）

手当の種類（手当数）

手当の名称

支給実績（１８年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算）

支給実績（１７年度決算）

伝染病若しくは伝染病の疑いの
ある患者及び家畜等の防疫作
業又は公害防止若しくは水道業
務等のため人体に有害なおそ
れのある作業に従事したとき

１か月60時間以上の時間外勤
務及び休日勤務に服したとき

1,904

204

水道課に勤務する職員が深夜
において水道業務に従事したと
き

（1.6） （0.75）（1.6） （0.75）
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配偶者 13,000円

配偶者のない場合の１人目 11,000円

上記以外1人につき 6,500円

満16歳～22歳の子の加算 5,000円

【自宅】 3,400円

【借家】

交通機関利用

交通用具（自動車等利用）

片道2ｋｍ以上の距離区分に応じて

2,000～24,500円

行政職給料表（一）　7級 53,300円

行政職給料表（一）　6級 48,400円

８　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）勤務時間等について

（２）休暇制度等について

９　職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分者数（平成１８年度）

人 人 人 人

（２）懲戒処分者数（平成１８年度）

人 人 人 人 人

休憩時間

休日

　種　類　

勤務時間

週休日 土曜日、日曜日

８時３０分から１７時１５分まで

内容及び支給単価

円

円

免職

0

0

　種　類　

年次有給休暇

病気休暇

特別休暇

介護休暇

育児休業

免職

0 6 6

降任

同 730

同

同

計

10 0 1

停職 減給 戒告

休職 計

結核性疾患の場合・・・１年以内

結婚休暇、忌引休暇、産前・産後休暇、夏期休暇など。

１２時１５分から１３時までの４５分間

３歳に満たない子を養育するため、３歳に達する日まで、育児休業をすることができる（無給）。
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、短時間勤務をすることができる（一部無給）。

配偶者等の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合（無給）。

疾病の場合・・・90日以内                                             （有給）。

特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合（有給）。

１年につき２０日間付与。残日数がある場合は２０日を限度として翌年に繰り越すことができます（有給）。

職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

内　　容

国民の祝日に関する法律に規定する休日

年末年始（１２月２９日から翌年の１月３日まで）

週４０時間勤務。

なお、勤務時間は勤務場所により異なることがあります。

97,400 円

235,500

千円

942

487

千円

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給職員１人当たり
平均支給年額
（１８年度決算）

支給実績
（１８年度決算）

一般行政職
の制度との
異同

12,000円を超える家賃
を支払っている職員に
対し、家賃の額に応じ

73,000千円

支給限度額
27,000円

支給限度額
55,000円

内　　容

扶養手当

住居手当

通勤手当

手　当　名

管理職手当 千円 548,000 円同 548
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１０　職員の服務の状況

政治的行為の制限

争議行為等の禁止

営利企業等の従事制限

１１　職員の研修及び勤務成績の評定の状況

（１）職員の研修状況（平成１８年度）

人

人

人

（２）勤務成績評定の状況

１２　職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）厚生福利制度
①厚生制度　・・・ 　職員の保健、元気回復のため、定期健康診断やメンタルヘルス事業等を実施しています。
②共済制度　・・・

（２）公務災害補償

１３　公平委員会の業務の状況

①勤務条件に関する措置の要求の状況　・・・　平成１８年度　該当なし

②不利益処分に関する不服申立ての状況　・・・　平成１８年度　該当なし

研修名

一般研修

専門研修

法令等及び上司の職務
上の命令に従う義務

信用失墜行為の禁止

秘密を守る義務

職務に専念する義務

　主　な　種　類　

職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与する等、政治的行為をしてはいけません。

職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはいけま
せん。

職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはいけません。その職を退いた後も、また、同様です。

職員は、勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共
団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければなりません。

　職員の相互救済を目的とする制度には、地方公務員等共済組合法に基づき三重県市町村職
員共済組合が、退職年金に関する制度には三重県市町村職員退職手当組合が主体となり実施
しています。

　職員が公務により疾病、死亡、障害などになった場合の補償等の制度については、地方公務員災害補償法に基づ
き地方公務員災害補償基金が主体となり実施しています。

職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の
争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはいけませ
ん。

職員は、任命権者の許可を受けなければ、報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事して
はいけません。

　職員の職務遂行過程で発揮した能力、資質、業績、態度等を適切に把握し、職員の能力育成に役立てるとともに、
昇任、配置転換等の人事管理に活用するため、勤務成績の評定を実施しています。

参加人数

52

348

1派遣研修

職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の
機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければなりません。

内　　容
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